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著作権

デジタル技術に関する著作権機能の問題が現実化

は じ め に

インター ネットを使 ったコンテンツ配 信

ビ ジ ネスが ようやく実 用段 階 を迎 えようと

してい る。デ ジタル著 作 物は 、質的 な 劣

化 を 伴うことなく簡単 に 複製 や 改 変を す

ることができ、し かもコンピュータによる検

索 処理 や ネットワークによる 送信 などを可

能に する。この ような 特 徴を 活か した の

が デ ジタルコンテンツのノンパッケージ配

信であり、そ れは従 来の 流通 形態 を一 変

させ る 叮能性 すら 秘め てい る。し かし 、

大量の違 法コピーの発 生を危 惧する権 利

者側 の声 も強い の で､ デ ジ タル技 術 によ

り著 作権 保護 機 能を 付加 するとい うプ ロ

テクト方法 が 講じられてきた。ところが 著

作 権 保護 機能 を無 効 化しようとす る新 た

な技 術が 開発 されているの で､ こ れを知

的 財 産権法 により規 制しようとする動 きも

活 発化している。

1998年 度は､ 以 上のようなデジ タル技術

と著作権との間の緊張関係が､ 如実に現実

化されるようになった時 期なのである。

ＭＰ３を め ぐ る 法 律 紛 争

｢緊張 関係｣ の矢 面に立 たされてきたの

は、MP3  (MPEG Ｉ Layer-3 Audio 規

格) である。ＣＤ並 の音 質と高い 圧縮 率と

いう高 度な性能 をもつMP3 は 、インターネ

ット上 で質 の高い 音楽 の 配布 を実現し た

初 めてのフリーなデ ジタル音 楽フォーマッ

トの1つ である。

し かし、米大手レ ーベ ル5社 などを擁す

る全 米レコード協 会(RIAA) は、ＣＤ収録

曲 などを 無 断でMP3 化して ネット ｈで 流

して い る サ イト が急 増 中 で あ るとし て、

ＭＰ３違法 コピ ー撲 滅 キャンペ ーンを 実施

して 違反 サイトに 対し活 発 に裁 判を提 起

して摘 発してきた。

こ のような 状 況 の 中 で、米Diamond

Multimedia Systems 社 が 同 年9 月 に 携

帯 型 ＭＰ３再 生 装 置Rio PMP300 の 発 売

を 発表し たことに対し、RIAA は、翌10 月

９日、デ ジ タル録 音 機器 に 二次 録 音 防止

装置(SCMS) の 装着を義 務づ け た米 オー

ディオ･ホーム･レコーディング法(AHRA)
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違反 を理由 に 、裁 判所 にRio の販売 禁 止

を求める仮 処分命 令を申請し た。同 月16

日、審 問 予定 日 まで の 期 間に 限りＲｉｏの

販売 を禁止 するという一一方的 暫定 的差 止

命令が 出されたが、同月26 囗に行 われた

審問 の結 果、Ｒｉｏが録 音機 器で ある可 能

性 をRIAA が立 証できなかったとして、今

後の裁 判で出荷中 止を言い渡されない 限

り同 社 は 自山 にMP3 再 生 装置 を出 荷 で

きることになった。こ の裁判 は現 在も続い

ている。

さらに、1999年2 月には、FAST Search

&  Transfer 社 の 検索 エ ンジ ンを 利 用し

たLycos 社 のＭＰ３検索 サ イトが 開 設され

たところ、RIAA が 同社 に違法ファイルの

検索 リ ストを 削 除 す るようクレ ームを 付

け るという事 件が 発生し 、翌3 月 には、世

界 最 大 の 音 楽 業 界 団 体International

Federation　of　the　Phonographic

Industry がFAST 社 を訴 えるという事 件

も報 道されてい る。

RIAA のSDMI

RIAA は、ＭＰ３には著作 権保護 機能が

ない ので、同 一･の音 楽コンテンツが ネット

で 違 法 な市 場 から 入手で きるとす れば、

正 当 なネット配布 市場の 健全 な発 展を阻

害してし まうとして囗998 年12 月15日、｢安

全 なデ ジ タル音 楽 計画(SDMI)  J"1を 発

表し 、MP3 対 抗 の 著作 権 保 護 機能 付 き

音 楽 フォーマ ット仕 様 の開 発を 提唱して

い る。

1999年2 月になると、この 計画の 主導的

地 位に立つＩＢＭ社 が､ 音楽配信 システ ム

EMMS を 公開し、米 人手レ ーベ ル5社 と

協 力して 音楽 デ ータ配信 実験｢ マ ディソ

ン計画｣を同年6 月から開始 する予 定であ

ることを発 表し た恍 他 方、Microsoft 社

も、本領域 におけ る主 導権を握るために、

同 年4 月、MP3 対抗 の著 作権保 護機 能付

き独 自フォーマットを 公開してい る。しか

し、SDMI を 推進 中の米 音楽業 界は 支持

に 否定的であり、ＩＢＭ 社もRealNetworks

社 やソニ ーとの提 携を 発表して 対抗しよ

うとしている。

SDMI など に対しては 、既 にＭＰ３が ネ

ットL の デファクトスタンダードとして普 及

してい るので この 計 両 は 遅 きに失 する。

しかも、近い 将来完 成してもSDMI などに

対 応しないフォーマットが 残ることは明 ら

かであり、そ れらについ ては依 然として 保

護機 能 がない 状 態が 続くという懐疑 的 な

意 見も強い 。さらに、MP3 支持 派 は、無

理に特 定のフォーマットなどをユ ーザーに

押 しつけ ようとする時 代 は終了 して おり、

もはや インター ネット･ ユ ーザ ーの柔 軟 な

音楽の 使用 を制約しようとするSDMI のよ

うなシステムはユ ーザ ーから受 け 入 れら

れ ないと主 張してい る。むしろ 、音 楽 の

配布 をコントロールしてきた巨 大レーベ ル

が､ アーティストとファンとが直接 結びつく

ことによって 存 在価値 を失うことに脅威 を

感じ、音 楽配布 システムへのコントロール

を維 持し ようとして いるだけ だというので

ある。実際 のところ、トム･ ペ ティー、パブ

リック･エ ネミー、ビ ーズテ ィー･ ボーイズ

など、自らの作 品をMP3 を使って ネット上

で 屮J－ スして所 属レーベ ルと紛争 になる

大物 アーティストは 後を 絶 たない 。

音 楽 コ ン テン ツ 配 信 を めぐ る 日 本 の 状 況

日 本 でも、1998 年8 月 か ら 、日 本 音 楽 著

作 権 協 会(JASRAC) や 日 本 レ コ ード 協 会

な ど 音 楽 分 野 で 権 利 を 有 す る6 団 体 が 、

｢ ネット ワ ーク 音 楽 著 作 権 普 及･ 啓 発 プ ロ

ジェ クト｣lj==lを 発 足 させ 、ＭＰ３な ど に よる

ネット ｈの 著 作 権 侵 害 に 対 す る キ ャン ペ

ーン 活 動 を 開 始 し た 。

さらに､JASRAC 、[] 本 レコ ード 協 会 お

よび 日 本 芸 能 実 演 家 団 体 協 議 会 は 、1999

年 １ 月F 音 楽 情 報 ネ ット ワ ー ク 協 議 会

(MINC)｣ を 共 同 設 立 し 、文 化 庁 の｢ 著 作

権 権 利 情 報 集 中 機 構(J-CIS)｣( 仮 称) 構 想

吶 こ対 応 す べ く、同 年6 月 に 音 楽 情 報 の ポ

ー タル サ イドMusic Forest  (音 楽 の 森)｣

iiﾓ5を 立 ち 上 げ て 楽 曲 の 著 作 権 な ど の 検 索

シ ステ ムを 構 築 す る 。

し かし 、MINC には 将 来 の ネット 配 信 シ

ス テ ムの 具 体 的 な 方 向 性 は 示 さ れて おら

ず､ そ れ ど ころ か 、日 本 で は イン ター ネッ



卜上での音楽 の使川 料( 許諾)すら確定さ

れてい ないというのが 現状 で ある。すな

わち、この問題 に 関するJASRAC の1997

年12 月２日 付け 提示 案州 こ対し、ネットワ

ーク音楽 著作権連絡 協議 会(ＮＭＲＣ)から

の 対案 心が1998 年3 月12 日 付け で提 出 さ

れ､｢ 基本使 用料｣ 徴収 の是非 や使 用料 率

などをめぐり協議が続 けられて いるが､ 本

稿 執筆時におい ては 同年11 月26 囗に締結

された暫 定合 意が2000 年3 月31 日 まで延

長 されて いるだけであり气 最終 合意に至

る目処すら立ってい ない。

さらに、わが 国でも、坂 本龍一 氏( 作 曲

家) の ように 、インターネット上で は作り手

と利 冊者が直接 結ば れ権利 処理も比較 的

簡単に 行えるた め、著 作権 集中管 理の 必

要性が 減少するので､ 従来 の集中 管理 体

制を止 め、作り手に 自ら著作 権管 理を 行

える自由 を持 たせ るべ きであるとす る意

見が唱 えられている售

理 情 報 の 保 護

デ ジタル著作 物の インターネット 配信に

は、SDMI などに代表 されるような技 術的

保 護手段や 権利管 理情報といった著 作権

保 護機能が 使用されている。技 術的 保護

手段 とは、音楽ＣＤにおけ るSCMS のよう

に 、特 定 の 信 号を 組 み 込 むことにより無

断 コピ ーの 使 用を 防止 す る技 術で ある。

また、権利 管 理情 報 とは、電 子透 かしの

ように、著作物 に特 定 の情 報を電 子 的 に

組 み込 み、ネットワークを 通じ た権利 処理

を 可 能にし たり、違 法 利 用の 発 見･ 立 証

を 容易 にするというものであ る。

ところ が､ 技 術的 保 護手段 を無 効 化し

たり権利管 理情 報を改変 する新 たな技術

も出現 するに至 って いる。そこで、1996

年12 月 にWIPO( 世 界知 的 所 有権 機 関)

で2 つの 条約が 著作 権 保護の 強化 を目 的

として 採択 された際 、著作 物の 技 術的 保

護手段 や 権 利管 理 情 報 につ いて 法 的 な

保 護と救済 とを与 えるべき義務 などが 定

められた。

現 在で は 条約 の批 准に 向 けて 各国 で

法 整備 が 進められており、既 に米 国で は

1998 年10 月 に｢ デ ジタル予 年紀 著 作権 法

(Digital Millennium Copyright Act)｣

が 成立し、その 中で技術 的保護 手段 の回

避 装 置や 権 利管 理 情 報の 改 変 行為 など

に対し規 制を加 えてい る心･。

日本では 、前述 の条約に 国内法を 適合

させ るため、文 化庁は1998 年12 月10 口付

け で｢ 著 作権 審議 会マ ル チメデ ィア小 委

員会ワーキング･ グループ( 技術 的保 護･

管 理関係) 報 告書ヤ ‥を 公表し た。この報

告書では､ 技術 的保護手段 に対 する一定

の回避 行為や回避 専用の 装置およびプロ

グラムに対し 規制 を加 え、また 、権利 管

理情 報を故 意に改 変、除去、付 加する 行

為や 、これらが なされ た著 作物 など のコ

ピーを 頒布 する行為 などを規 制 すべ きで

あるとする意見が明らかにされている。こ

の 報告 書 に基 づい た 著作 権 法一 部 改正

案が 近く国 会に提 出される予定 であ る。

さらに、ゲームソフトＣＤやレンタルビ デ

オの無 断コピー防 止機能 を迂 回 するため

の 専用 機器 など､ 営 業上 用いられてい る

コンテンツの技 術的 制限手 段 に対す る妨

害 機能 だけ をもっ た機 器やプ ログラムの

取引 を防 止し、違反 に対して 差止 請求･

損 害賠 償請求 を認 めるという不正 競争 防

止 法の 一一部 改正 が、1999 年4 月23 日 に公

布 され、2000 年10 月１日 から施 行さ れる

予 定となっている。

お わり に

デジタル著 作権は日 々新たな課 題を生

み出している。そ れは新 たな技 術が既 存

の技術 を 克服するという絶 え 間ない 潮流

で あり、その 問 におい て、知的 財 産権 法

も常 に新たな役割を再 構築する必 要性を
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問 わ れてい ることを示 唆してい るように思

われる。

(岡村久道　弁護士／近畿大学 講師)

注l　http:// ｗｗｗ.riaa.ｃｏｍ/SDMI/

注2　 同 年3 月 には 米 国 に お け る低 年 齢 層 の

ＣＤ など 音 楽 商 品 購 入 額 の 落 ち込 み を示

す 調 査 デ ー タ が公 表 され ると 、RIAA が イ

ン タ ー ネット上 の違 法MP3 ファ イル が そ

の 一 因 に なっ た可 能性 が あ ると主 張 す る

と い う事 件 が発 生し てい る 。

注3　http: μｗ　ｗｗ.music-copyright.gr.jp/

注4　J-CIS は 、デ ジタ ル 化 ・ネットワ ー ク化 の

進 展 に 伴 う著 作 物 の 利 用 の多 様化 などに

対 応 する 目 的 で、著 作 物 の 権 利 情 報 をー

つ の窓 口 で 提 供 す ることを 目 指 して文 化

庁 が構 想 中 の シ ステ ムで あ る。

注5　http:yy ｗｗｗ.mine.g｢.jp/

注6　http:yy ｗｗｗ.jasrac.ｏ｢･jp/｣hp/network

7j971202.htm

注7　http:yy ｗｗｗ.impress. ｃ０.jpi/nmrc/nmrc.html

注8　htlp:yy ｗｗｗ.jasrac.０｢.jp/｣hp/enchou.htm

注9　htlp:yy ｗｗｗ.kab.ｃｏｍ/Iiberte7article.html

注10 米 国 で は 、1992 年 の 著 作 権 法 一 部 改 正 に

より 、デ ジ タル 録 音 機 器 にSCMS 方 式 の 複

製制 御 装 置 の 装着 を義務 付 け 、その 回 避 行

為 、主 として回 避 の ため の 装 置 の 頒 布 など

に関 する 禁 止 規 定(1002 条) を 置 い てい る。

注11　http:yy ｗｗｗ.monbu.g ｏ.jpi/singi/chosaku

/00000224/

JASRAC( 左http:yyｗｗｗ.jasrac.ｏ｢.jp)、NMRC( 右http:yyｗｗｗ.impress.ｃｏ.jp/nmrc/nmrc.html)

そ れ ぞ れの主 張 がイ ン タ ー ネッ ト上 に 公 開 され て い る。
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